
新型コロナウイルス感染症対応として，日本学生支援機構が実施する制度について案内 

 

 「貸与奨学金の期日前交付」について（既採用者が対象）  
 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により，早期にまとまったお金が必要となった学生等への支援として，奨学生

からの願出により，７月の貸与奨学金振り込み日（令和４年７月１１日（月））に８月分及び９月分を期日前に振り込み

ます。 

 

 

■対象 

第一奨学金・第二奨学金（いずれも全学種・全学年） 

＊１ すでに第一種奨学生・第二種奨学生として採用されているものが対象です。（令和４年度採用者を含む） 

＊２ ７月に７～９月分を振り込みますので，次の奨学金の振り込みは１０月になります。 

＊３ 利用している奨学金の状態等によっては利用できない場合があります。 

（利用できない具体例） 

・令和４年７月～９月分の奨学金の振り込み状態が「休，停止」「保留中」となっている。 

・第一種奨学金に期日前交付を希望する場合で，併せて受給している給付奨学金の支援区分が９月分まで確定し

ていない。 

・人的保証から機関保証への変更手続き中（予定含む）等 

 

 

■提出書類 ： 「期日前交付申請書」・・・学生課で配布します。 

 

 

■提出締切日 ： 令和４年６月３日（金） １３ 時 学生課まで 

 

 

希望する学生は学生課窓口までお越しください。 

 

R4.4.19 学生課 


